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　竹田地区で道守 の意見交換会を実施！！
※「道」を舞台に、あるいはテーマに様々な活動を行っている人々を

「道守」と名付け、その行動を「道守活動」という。

　平成２２年５月２７日（木）に佐伯河川国道事務所竹田維持出張所において、道守活

動をされているみなさまと行政で、道守大分会議（竹田地区）の意見交換会を実施し

ました。

　「子供達の呼びかけで、５７号沿線の清掃活動をしている。」「彼岸花を植える活動

をしている。」など、みなさまから様々な道守活動報告がなされました。

　意見交換会では、「横の連携を図り、情報共有したい。」「子供達の安全のために止

まれの足形マークを道路に書きたい。」「お客さんをたくさん呼ぶためには国道がきれ

いじゃないとね。」など、貴重なご意見をいただきました。

　今後も引き続き意見交換会を大分県内各地域で開催していく予定です。
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